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研究成果の概要（和文）： 

 足利事件において虚偽自白が発生した過程と、その後の捜査・裁判においてそれが見過ごさ
れた原因を心理学的な視点から検討した。その結果、取調官と被疑者のコミュニケーションへ
の参加様式に食い違いが生じ、それが修正されないまま取調べが進行してしまったことが虚偽
自白発生の主要な原因であることが明らかになった。また裁判の過程で DNA鑑定など科学鑑定
の詳細に踏み込むコミュニケーションが行われなかったことが虚偽自白の見過ごしに結びつい
たことも示された。 
 
研究成果の概要（英文）： 

 The purpose of present research is to examine the generation and oversight process of 

false confession in the investigation and the criminal trial of Ashikaga case. Discourse 

analysis of police and prosecutor’s interrogation shows that the uncontrolled discrepancy of 

“participation styles” between the interrogators and the suspect is the major cause of false 

confession in the case. It is also suggested that incomplete judicial inquiry concerning 

scientific evidences such as DNA analysis is the remote cause of oversight of false 

confession.   
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１．研究開始当初の背景 

 足利事件は 1990年 5月 12日に栃木県足

利市で発生したわいせつ誘拐殺人死体遺棄

事件である。この事件では菅家利和氏の有

罪が確定したが、2009年に実施された DNA

再鑑定によって冤罪であることが判明した。
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菅家氏の自白の信用性評価を行い、それが

虚偽である可能性を示唆する兆候（体験記

憶供述と犯行行為供述における文体の食い

違い）を発見した。この際に開発した分析

手法はその後「スキーマ・アプローチ」と

して展開され、信用性評価事例を蓄積する

とともに、虚偽自白の兆候や心理学的要因

に関する実証的、理論的成果も生み出して

きた（たとえば大橋ら, 2002; 高木・大橋, 

2005; Mori, 2009）。だが、このように信用

性評価研究を通して発見された諸兆候と虚

偽自白との関係をさらに精密に検証するこ

とは「虚偽の可能性がある自白」を対象に

する信用性評価研究の枠組みでは困難であ

る。この問題の解決には虚偽自白であるこ

とが確実な事例、特に録音記録など取調べ

場面の逐語的記録を用いた分析が不可欠だ

が、こうした分析が可能な事例は日本では

これまで全く存在しなかった。このため日

本における虚偽自白研究は、近年一種の行

き詰まり状況に陥っていた。しかし足利事

件の再審で菅家氏の無罪が確定し、同事件

の主任弁護人の協力によって取調べ場面の

録音記録を含む新資料を分析できる見込み

が得られたことから、この状況が大きく変

化する可能性が生まれた。虚偽自白研究に

とって千載一遇とも言えるこの機会を生か

す必要があること、および足利事件以降に

実施してきた信用性評価研究から、虚偽自

白の発生過程だけではなく発見失敗現象も

含めたより包括的な分析の必要性が明らか

になっていたことから、本研究を着想する

に至った。 
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２．研究の目的 

 本研究の目的は、菅家氏が虚偽自白に陥る

過程と、捜査機関および裁判所による虚偽自

白の見過ごしを事例として、虚偽自白の発生

過程および発見失敗現象の心理学的メカニ

ズムを解明することにある。分析では捜査・

裁判資料、関係者へのインタビューなどのデ

ータを収集したうえで、虚偽自白発生および

発見失敗の経緯を特にコミュニケーション

過程に注目して分析し、そこに作用する心理

学的諸要因の解明を試みる。さらにこの知見

を先行研究・事例と関係づけ、より一般的な

虚偽自白理論の構築を試みる。 

 

３．研究の方法 

 2010年度は（１）研究全体の準備となる資

料データベースの作成と、（２）データベー

ス化された資料の予備的な検討を通して基

本的な分析戦略の設定を行った。具体的には

取り調べにおける被疑者と取調官の直接的

な相互行為（コミュニケーション）を基本的

な分析レベル（分析単位）とし、この特性を

ある程度解明した上で、それとより広い組織

的、制度的文脈との結びつきを解明するとい

う分析戦略を設定した。この戦略に基づき取

調べ録音テープの反訳資料にみられる被疑

者と取調官のコミュニケ—ションへの参加様



式に着目した相互作用分析を集中的に行っ

た。 

 2011年度は（１）取調べ録音テープの反訳

資料の分析を継続すると共に（２）足利事件

における法律家の意思決定に DNA鑑定や精神

鑑定といった科学鑑定が与えた影響につい

ての検討を行った。（１）については、被疑

者と取調官のコミュニケーションへの参加

様式に食い違いに注目する相互行為分析を

試みた。（２）については法律家による科学

鑑定の意味づけの変化を、供述信用性評価で

用いる変遷分析の手法を援用して検討した。 

 2012 年度は取調べ録音テープの反訳資料

の分析と科学鑑定をめぐる法律家のコミュ

ニケーション過程の分析によって見出され

た諸特徴を、日本の捜査機関、裁判所の制度

的、文化的特徴などより広い組織的、制度的

文脈との結びつきにおいて捉えることが試

みられた。 

 
４．研究成果 

 本研究では足利事件における虚偽自白の

発生および発見失敗の主要な原因として、被

疑者取調べのあり方、および DNA鑑定等の科

学 鑑定の理解・評価のあり方に注目し、相

互行為論的な水準でその問題点を解明する

ことを試みた。その結果、以下のことが明ら

かになった。まず被疑者取調べにおいては、

取調官が依拠する司法のシステムを前提と

したコミュニケーションの枠組み（法律人フ

レーム）を被疑者が共有しないまま、個別的

な供述特性(スキーマ)に基づいた応答を繰

り返すというミスマッチが生じていたにも

かかわらず、そのズレが表面化せずに取調べ

が進行することによって、あたかも真犯人の

自白であるかのような被疑者供述が得られ

てしまうというプロセスが確認された。通常

のコミュニケーションで話者たちは特定の

フレームを共有し、それに準拠してそれぞれ

発話を行う。しかし足利事件の取調べでは、

警察段階、検察段階共に、犯罪の構成要件に

関連する情報の収集という目的を明確に設

定し、それに従って論理的に見通しを立てて

被疑者に働きかけようとする取調官の法律

人フレームを被疑者が共有しないまま、個々

の質問にその都度、曖昧な（多様な解釈が可

能となる）応答をし、それを取調官がフレー

ムに基づく応答として解釈していくという

構図が反復されていた。この構図においては、

しばしばコミュニケーションが混乱するは

ずであるが、実際には被疑者の曖昧な応答を

取調官が法律人フレームに従って解釈し、ま

たそれに基づいて促しや補足（scaffolding）

を行うことによって、混乱が速やかに回収さ

れていた。その結果、被疑者が直接的あるい

は間接的に示す無実の兆候を取調官が発見

する機会が繰り返し失われ、取調べ段階にお

ける虚偽自白の発見失敗という重大なミス

に結びついた。 

 これは先行研究が指摘していた類型であ

る「悲しい嘘」型（浜田, 2001）の虚偽自白、

すなわち取調べのつらさを回避するため被

疑者が、取調官の意図（フレーム）を受け入

れて積極的に真犯人を「演じる」ようになる

タイプの虚偽自白とは異なる、本研究によっ

て新たに見いだされた類型であると考えら

れる。このタイプの虚偽自白は表面上穏やか

なコミュニケーションとして展開するため、

取調べの当事者にとっても、それを事後に検

証する裁判官・裁判員や研究者にとっても、

「悲しい嘘」型の虚偽自白に比べて発見が困

難となる可能性が高い。これが足利事件にお

いて虚偽自白が発見困難となった相互行為

論的な水準での主要な原因であったと考え

られる。 

 科学鑑定の理解・評価については、法律家

が依拠するコミュニケーションのフレーム



と、鑑定人となった科学者のそれに齟齬が生

じているために、鑑定の特質について十分な

情報が得られていないにもかかわらず、それ

を放置しコミュニケーションを終了してし

まうというパターンが繰り返し観察された。

具体的には事象を確率論的に把握する鑑定

人のフレームと、個別事例について確定的な

理解を求める法律家のフレームに大きな齟

齬が生じていたが、公判廷での鑑定人への質

問は、こうした齟齬が明確化する前に打ち切

られていた。これによって科学鑑定の結果や

方法が本来もつ意味が法廷で明らかになら

ず「ブラックボックス化」してしまい、鑑定

の性質について重要な理解が阻害された可

能性が高いと考えられた。各段階の判決にお

いても「ブラックボックス化」の影響が確認

された。 

 このように本研究における検討を通して、

足利事件においては取調べ段階、公判段階と

もに無実の発見に結びつく重要な兆候が、コ

ミュニケーションの不全状態によって見過

ごされてしまった可能性が高いことが明ら

かになった。この知見は、刑事裁判における

虚偽自白等の「司法事故」の発生を抑止する

ためには、法・規則の整備や司法関係者の意

識の改革だけではなく、被疑者・被告人を含

む関係者のコミュニケーションを適切化す

る「コミュニケーション・デザイン」の視点

が不可欠であることを示唆するものである。 

 このように虚偽自白を伴う冤罪の発生過

程をコミュニケーション不全という視点で

解明した試みはこれまでなく、この点で本研

究は内外の法心理学研究に意味のある貢献

をするものであると考えられる。また従来と

は異なる視点で虚偽自白の発生とその見過

ごしの過程を解明したことにより、捜査およ

び裁判実務に対しても、新たな改善の提案が

可能になるものと期待できる。この点で本研

究の知見は日本の捜査および裁判実務に対

しても有用性を持つものであると言える。  
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